
 

2017 年度「美しい富山湾クラブ」総会  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

日時； 201 7 年 4 月 9 日（日） 1 4： 0 0～ 16： 00  

 

場所；岩瀬カナル会館大ホール  

 

次第；  会長挨拶   

  来賓挨拶   

  議事   

 1 号議案  2 016 年度事業実績、決算  

 2 号議案  2 017 年度事業計画、予算、役員  

 3 号議案  規約の一部変更  

 

講演；「富山湾岸の街づくり」  

 岩瀬まちづくり株式会社社長  桝田隆一郎様  

 



2016年度美しい富山湾クラブ事業実績（案） 

１．事業内容 

(1)富山湾の環境を保全するとともにより魅力的にする活動 

 海岸清掃活動への協力 〔海岸清掃活動団体に協力〕 

5 月 8 日富山湾クリーンアップ大作戦 六渡寺海岸ほか､7

月、10月 

 タモリカップへの協力  〔富山県セーリング連盟に協力〕 

7月 17日 レース 57艇、表彰式＆BBQ2000人、ヨットパレードに 8000人参加 

 富山湾ふれあいビーチフェスティバルへの協力  〔実行委員会に協力〕 

7月 30日 岩瀬浜で開催 朝日健太郎日本ビーチ文化振興協会会長来富 

 富大で湾クラブ各組織より講義し学生からより魅力的にする提案を受ける。 

13団体からの講義､2月 1日 8件提案､最優秀「SNSによる富山の魅力発信と集客」 

 

(2)富山湾の魅力を発信する活動 

 ホームページの発信力強化・多言語化 

 8月 24日慶應義塾体育会富山湾横断遠泳に協力 

黒部市荒俣海岸から能都町五色ケ浜までの 46㎞を 13時間

46分かけて 3人が遠泳。湾クラブは広報に協力 

 ダイビング、セーリング体験教室など〔各団体の計画・実施に協力 

 10 月 4 日笹川財団海洋ネットワーク会議で「美しい富山湾」

について紹介 

 10月 30日～11月 2日世界で最も美しい湾クラブ総会（メキ

シコ）で当クラブ紹介 

 

(3)富山湾に関わる後継者を育成する活動 

 講演会やシンポジウムへの企画実施・参画  〔日本海学講座等への参加ほか〕 

 2月 5日富山湾海岸をきれいにする活動の会で活動紹介 

 10 月 8 日ユネスコ弁論大会にて「美しく豊かな富山湾を守る

ために」高校 1年奈良さん、「故郷愛が自然を守る」中学 3年

嶋畑さんに美しい富山湾クラブ会長賞を授与 

 11月 12日ユネスコ絵画展での中学 2年米田さん、小学 2年

西田さんに美しい富山湾クラブ会長賞を授与 

 

(4)その他目的を達成するための活動 

 総 会    ；4 月 17 日富山国際会議場 2 階会議室 約 120 名 講演 「環境省における海洋

ゴミ対策及び水環境保全施策の動向」 環境省早水大臣官房審議官 

 理事会    ；#2 11月 24日高岡伏木コミュニティーセンター 

 実行委員会；#5 6月 14日海王丸パーク、#6 8月 22日入善まちなか交流施設 うるおい館 

      #7 2月 15日朝日町五叉路クロスファイブ 

 会報の発行 ；7月（会員証、会員バッジ送付）、12月、3月（ステッカー送付） 

 「世界で最も美しい富山湾」活用・保全推進会議 7月 11日、幹事会 10月 14日、2月 24日 
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２０１７年度美しい富山湾クラブ事業計画（案） 

１．内容 

(1)富山湾の環境を保全するとともにより魅力的にする活動 

 富山湾クリーンアップ大作戦 〔海岸清掃活動団体に協力〕 

 タモリカップへの協力  〔富山県セーリング連盟に協力〕 

 富山大学経済学部特殊講座「地域観光資源の活用演習」の開設・運営 

 

 (2)富山湾の魅力を発信する活動 

 SNSやスタンプラリーなどによる魅力発信 

 ダイビング、セーリング、フライボード体験教室など 〔各団体の計画・実施に協力する〕 

 

(3)富山湾に関わる後継者を育成する活動 

 講演会やシンポジウムへの企画実施・参画  〔日本海学講座等への参加ほか〕 

 ユネスコ絵画展、弁論大会での表彰      〔富山県ユネスコ連絡協議会に協力〕 

 

(4)その他目的を達成するための活動 

 総会（4月）、理事会（11月）、実行委員会（6、9、2月）の開催 

 会報の発行（6月、3月､12月） 

 会員募集（ホームページ、各種イベントで募集） 

 

２．スケジュール（予定） 

4月 
9日#3総会（富山岩瀬カナルパーク）、12日富山大学前期講座開設（～7月 26日）、23日富山湾岸サイ

クリング（魚津出発） 

5月 21日海岸清掃､28日植樹祭（魚津桃山公園） 

6月 #8実行委員会（氷見）､3～4日富山湾横断蜃気楼ヨットレース 

7月 16日タモリカップ､17日富山湾クリーンアップ大作戦（滑川）､26日富山大学提案発表 

8月 昭和女子大海の家開設（朝日町） 

9月 #9実行委員会（滑川）、11～15日世界で最も美しい湾クラブ総会（フランス）､24日朝日町シンポジウム 

10月 
富山大学後期講座開設（～2 月）､7日ユネスコ弁論大会、13～15日みなとオアシス全国協議会（魚津）､

15日富山湾 100万人による海岸をきれいにする活動市民の会 

11月 #3理事会（黒部）､10～12日ユネスコ絵画展 

12月  

1月  

2月 #10実行委員会（射水）､富山大学提案発表 

3月  

理事会総会；2015射水（海王丸パーク）、滑川（市民交流プラザ） 2016富山（国際会議場）､高岡（伏木コミュニティーセンター） 

実行委員会；2015氷見（市役所）、魚津（埋没林）、高岡（万葉）、黒部（市役所） 2016射水（海王丸パーク）、入善（うるおい館）、朝日（五叉路） 
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 会員募集   ; ホームページ、各種イベントで募集 

 

２．共催・後援 

5月 8日 「海岸をきれいにする活動」  活動の会 

6月 4・5日 富山湾横断・富山湾蜃気楼ヨットレース セーリング連盟 

7月 17日 「タモリカップ富山大会 2016」  セーリング連盟 

7月 24日 「竹とんぼを飛ばした人数で世界一」 射水世界一挑戦塾 

7月 24日 「富山湾岸サイクリング 2016」 実行委員会 

7月 30日 「富山湾ふれあいビーチスポーツフェスティバル」 実行委員会 

8月 7日 「あらヨット！美しい富山湾体験」 セーリング連盟 

10月 11日 「海岸をきれいにする活動・市民の集い」 活動の会 

 

３．会員 (2017年 3月末) 

   法人；145団体、242口  個人；399人、483口  
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名誉顧問 石井 隆一 富山県知事 

顧 問 森  雅志 富山市長 

 〃 高橋 正樹 高岡市長 

 〃 夏野 元志 射水市長 

 〃 村椿 晃  魚津市長 

 〃 林 正之       氷見市長 

 〃 上田 昌孝 滑川市長 

 〃 堀内 康男 黒部市長 

 〃 笹島 春人 入善町長 

 〃 笹原 靖直 朝日町長 

 

会 長 永原  功 北陸経済連合会名誉会長 

副会長 髙木 繁雄 公益社団法人とやま観光推進機構会長、富山市観光協会会長 

 〃 板倉  均 株式会社北日本新聞社代表取締役社長 

理事長 四方 正治 富山県セーリング連盟会長 

理 事 川村 人志 公益社団法人高岡市観光協会会長 

 〃 牧田 和樹 一般社団法人射水市観光協会会長 

 〃 木下 荘司 魚津市観光協会会長 

 〃 松原 勝久 一般社団法人氷見市観光協会代表理事会長 

 〃 早川 祐一 滑川市観光協会会長 

 〃 川端 康夫 一般社団法人黒部・宇奈月温泉観光局代表理事 

 〃 笹島 春人 入善町観光物産協会会長 

 〃 大井 裕久 朝日町観光協会会長 

〃 柳野 隆之 公益財団法人伏木富山港・海王丸財団会長 

 〃 尾山 春枝 富山県漁業協同組合連合会会長 

 〃 伊藤 孝邦 富山県農業協同組合中央会会長 

 〃 桑名 博勝 富山地方鉄道株式会社会長 

 〃 坂井 彦就 富山県ホテル・旅館生活衛生同業組合理事長 

 〃 入江 良明 富山湾海岸をきれいにする活動の会代表 

 〃 村上 和久 富山県サイクリング協会会長  

 〃 水口 益克 富山県小型船交通安全協会会長 

理事・事務局長 高桑 幸一 富山県セーリング連盟理事長、富山ユネスコ協会会長 

監 事 西岡 秀次 富山商工会議所専務理事 

事務局 岡田 一広 富山県セーリング連盟理事 

〃 羽根 由  株式会社 PCO代表 （運営、会計） 
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 朝倉 隆文 公益社団法人とやま観光推進機構専務理事 

 下井 康宏 富山市観光協会事務局長 

 島崎 勉   公益社団法人高岡市観光協会事務局長 

  春日 哲男 一般社団法人射水市観光協会事務局長 

  澤田 和宏 魚津市観光協会事務局長 

 中野 善宏 一般社団法人氷見市観光協会事務局長 

  廣橋 和親 滑川市観光協会事務局長 

  坂井 英次 一般社団法人黒部・宇奈月温泉観光局 事務局長 

  西田 義嗣 入善町観光物産協会事務局長 

  平木 利明 朝日町観光協会事務局長 

 蟹谷 康弘 公益財団法人伏木富山港・海王丸財団事務局長 

  谷   宣之 富山県漁業協同組合連合会代表理事専務 

  山瀬 洋明 富山県農業協同組合中央会専務理事 

  山本 哲  富山地方鉄道株式会社 総務部 部長  

  里木 昌博  富山県ホテル・旅館生活衛生同業組合事務局 

  入江 良明 富山湾海岸をきれいにする活動の会代表 

  中島 憲一 富山県サイクリング協会理事長 

  加治 幸大 射水市世界一挑戦塾代表 

 岡田 一広 富山県セーリング連盟理事 

 

 森田 一義 エンターティナー 

 白石 康次郎 海洋冒険家 （1993年世界最年少単独無寄港世界一周） 

  寺島 紘士 公益財団法人笹川平和財団常務理事・海洋政策研究所長 

  張  勁  国立大学法人富山大学 大学院 理工学研究部教授 

 安念 幹倫 富山県埋蔵文化財センター所長 

 草山 利彦 氷見市立博物館館長 

         荒井 市郎     氷見市まちづくり推進部 部長（魚々座漁業文化推進室長） 

  坂本 信幸 高岡市万葉歴史館館長 

  原田 義範 射水市新湊博物館館長 

 宮本 博行 富山市科学博物館館長 

  小林 昌樹 ウェーブパークなめりかわ駅長（ほたるいかミュージアム） 

  高田 弘美     魚津埋没林博物館館長 

  稲村 修  魚津水族館館長 

 英 浩道  国土交通省総合政策局海洋政策課長 

  金丸 佳介 国土交通省北陸地方整備局伏木富山港湾事務所所長 

  福島 潔  富山県観光・交通・地域振興局 観光振興室 美しい富山湾活用・保全課課長 

  中野 聡一郎 富山県土木部港湾課長 

  滑川 哲宏 富山県生活環境文化部環境政策課長 
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（名称）  

第１条  本会は、「美しい富山湾クラブ」（以下「湾クラブ」）と称する。   

 

（設置目的）  

第２条  富山湾が、ユネスコが支援する「世界で最も美しい湾クラブ」に加盟したことを誇りとし、県

民挙げてさらに素敵な富山湾とすること、富山湾の魅力を国内外に情報発信することで

多くの皆さんに富山湾を楽しんで頂き賑わいを創出すること、富山湾に関わる後継者を育

成することを目的とする。   

 

（事業）  

第３条  湾クラブは、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。   

(1) 富山湾の環境を保全するとともに、より魅力的にする活動  

(2) 富山湾の魅力を発信し、国内外から多くの人に来て頂くための活動  

(3) 富山湾に関わる後継者を育成する活動、その他目的を達成するための活動  

 

（組織）  

第４条  湾クラブは、第２条に定める目的に賛同する個人及び法人をもって組織する。   

2． 事務局は次に置く。富山県射水市海竜新町 2 番富山県新湊マリーナ内   

 

（役員等）  

第５条  本会に役員として会長、副会長、理事長、理事を置く。   

 ２．  本会に名誉顧問、顧問及びその他の役員を置くことが出来る。  

 ３．  役員は会長が任命する。  

４．  役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。  

 

（役員の職務）  

第６条  会長は、湾クラブを代表し、会務を総理する。   

２ . 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。  

３ .  理事長は、会長及び副会長を補佐して会務を掌理し、会長及び副会長に事故あるときは

その職務を代行する。  

４ . 理事は、理事長を補佐し、会務の執行にあたる。  

5.  監事は  会計、財産の状況を監査する。   

6.  原則として役員には報酬を支給しない。ただし職務を執行するために要した費用を弁償する

ことができる。  

7.  会長の事務を補佐する機関として事務局、実行委員会、助言・指導する機関としてオブザ

ーバーを置くことが出来る。  実行委員は事業を推進する人により構成し、会長が承認する。  
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（会議）  

第７条  会議は総会及び理事会とし、必要に応じ会長が招集する。   

2． 会長は総会の議長となる。  

３． 理事会は、会長、副会長、理事長および理事をもって構成し、理事長が議長を務める。  

4.   総会、理事会の出席は代理出席を認める。  

 

（会計）  

第８条  湾クラブの経費は、補助金、会費、協賛金及びその他の収入をもって充てる。   

 ２ .  湾クラブの会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。   

３ . 湾クラブの会費は、年額１口次のとおりとする。  

       個人会員   1,000 円､  学生会員 500 円、 法人会員    10,000 円   

４． 役員会費は次のとおりとする。  

役員  口数  会費  

顧問（市長）  ５  5 万円  

顧問（町長）  ２  2 万円  

会長企業  30 30 万円  

副会長企業  15 15 万円  

理事長  5 5 万円  

理事、監事、非役員の会員は、一口以上とする。  

 

 

付則  この規約は 2015 年 5 月 10 日から施行する。  

変更  2017 年 4 月 9 日  第 8 条 3 項  学生会員を追加  
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